
令和８年度 

令和７年 11 月 11 日 追記 

 いじめ防止対策委員会 

 学校いじめ防止基本方針（御殿場市立御殿場南小学校） 

１ 基本方針の策定にあたって 

いじめは、どのような理由があろうとも絶対に許されない行為です。いじめから子供を守るために

は、教職員が、「いじめは絶対に許されない」、 「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの

子供にも、どこでも起こりうる」 といった意識を日頃から持ち続けなくてはなりません。 いじめは

重篤になればなるほど、状況は深刻さを増し、その対応は難しくなります。そのため、いじめが起き

にくい、互いの個性や違いを認め合えるよりよい人間関係や学校風土をつくり出し、いじめを未然に

防止すること、早期に対応・解決することが最も重要です。  

以上の考えにより、本方針を策定します。 

 

２ いじめの定義 

いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と

一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じている

もの」と、いじめ防止対策推進法第一章総則において定義されています。いじめの具体的行為や表れと

して、以下のようなものが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめの防止等の対策のための組織 

 ＜いじめ防止対策委員会（以下、委員会）＞ 

 構成員：校長、教頭、主幹教諭、各学年主任、生徒指導主任、養護教諭 

 ＜拡大いじめ防止対策委員会（以下、拡大委員会）＞ 

  構成員：校長、教頭、主幹教諭、各学年主任、生徒指導主任、養護教諭 

  いじめ防止対策委員 

＋ＰＴＡ会長・副会長、スクールカウンセラー、学校教育相談員、巡回相談員、 

スクールソーシャルワーカー、御殿場警察署員 

 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・仲間はずれ、集団から無視をされる 

・軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

・体当たりされたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・嫌なことや恥ずかしいこと ､危険なことをされたり ､させられたりする 

・パソコンや携帯電話等を使って、誹謗中傷や嫌なことをされる 

・性別や人種等の差別を受ける 等 



４ いじめ防止等のための対策 

 

 １）人権教育の推進 

  ① 道徳教育 

   ・ 教育活動全体通じて行う。他者の意見をよく聴きながら、話し合うことを通して、自己の内面

を見つめ、主体的な判断の下に行動でき、よりよく生きるための基盤となる道徳性を養う。特に、

思いやりの気持ちを育てることに重点をおき、特別活動や各教科等と連携していく。考え議論す

る道徳の授業を中心に、自分事として考える子供の育成を目指す。 

 

 ２）子どもの自主的活動の場の設定 

  ① 「あいさつ運動」の実施（児童会） 

   ・ 年度当初や各学期始め等に児童会を中心に「あいさつ運動」を実施する。取組の幅を学校から

家庭、地域へと広げていき、あいさつに溢れた校区を目指す。また、幼小中との連携も視野に入

れ、あいさつ運動を盛り上げていく。 

  ② ペア学年活動の実施 

   ・ １，６年、２，４年、３，５年生でペア学年を作り、２か月に１回程度、ゆう友タイムのペア

活動をしていくことで「自己有用感」を醸成するとともに自ら他者とかかわろうとする意欲や必

要な能力を培う。 

    

３）保護者や地域への啓発 

① 学年・学校だよりでの啓発 

   ・ いじめはあってはならないことを啓発したり、学年・学校の現状を知らせたりすることを毎月

の学年・学校だよりを通して、随時保護者、地域に知らせていく。子どもの良い表れについては

意図的に取り上げることで児童の規範意識も高めたい。 

② 学年保護者会やＰＴＡ理事会での報告 

 ・ いじめがあった場合、校長の判断により、市教委やＰＴＡ会長等と連携をとり、必要に応じて

学年保護者会を招集し、事案について説明や協議を行う。また、ＰＴＡ理事会等でも本事案を報

告する場を持つ。  

③ 交通指導員・地域ボランティアとの連携 

 ・ 交通指導員から児童の登校状況の様子を聞くなど、学校側から登校の様子について情報収集に

心がける。また、地域の「南小見守り隊」からも児童の声を拾っていただき、必要に応じて学校

へ連絡していただく。 

  

４）いじめに関する教職員の研修 

   ・ 年度当初に文部科学省から出ている「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポ

イント」を参考資料として全職員対象にした校内研修の場を設定する。 

   ・ 事例研究を導入したり、実際のいじめへの対応等について体験した教師から話を聞いたりする

など、実践に生きる研修を実施する。 

 

 



５）いじめの早期発見・早期対応 

  ① アンケートの実施 

ａ 年３回実施する。（６月、１０月、２月） 

※但し、休み明けの９月、1月にも、小アンケートを行う。 

ｂ 実施後、その結果を基にいじめ防止対策委員会で対策を検討する。また、個別面談を行い、話

を聞くとともにいじめにつながる内容については、適切な指導を行う。アンケートは必ず学年内

で回覧し、情報の共有化を図るとともに、複数教員で指導に当たる。 

ｃ 小さなものでも記録に残すという心構えで。 

② 担任による教育相談の実施 

 ａ 随時実施する。担任だけで解決できないと判断した場合は、いじめ防止対策委員会のメンバー

に報告し、複数で対応する。 

③ 教育相談員等による教育相談の実施 

 ａ 休み時間等を活用して、相談室にて希望する児童と面談を実施する。 

 

６）いじめに対する措置 

 ① いじめの情報を受けた場合、委員会を開く。いじめアンケート実施後は、情報がなかった場合で

も追っていく。 

② いじめが確認された場合は、委員会にて対応を協議する。場合によっては、市教委をはじめ、関

係機関と連携を取りながら対応する。 

③ いじめられた児童については、本人はもとより保護者や兄弟姉妹についても影響の大きさを考

慮し、細心の注意を持って対処する。また、場合によってはスクールカウンセラー等、外部機関の

協力を得る。 

  ④ いじめた児童については、本人だけでなく第三者情報なども含めて客観的事実を収集する。ま

た、いじめの背景を探るとともに保護者にも事実を伝え、今後の本人の更生を図る上での協力体制

をとる。 

  ⑤ いじめが「解消している」状態に至っても、再発する可能性が十分に あり得ることを踏まえ日

常的に注意深く観察する。 

    

 ７）重大事態への対処 

① 調査 

重大事態が発生した場合には御殿場市教育委員会に報告し、市教委の指示に従い調査を行う。 

調査組織が市教委の場合は全面協力し、学校の場合は市教委指導の下、事態への対処や同種の事

態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために調査する。 

調査結果は、市教委が市長へ報告するとともに、市教委または学校が、調査結果をもとに重大事

態の事実関係などの情報を、いじめを受けた子ども及びその保護者に提供する。 

② 各対応 

ａ 児童対応（担当：学年主任・生徒指導主任） 

 ・ 臨時全校集会の開催 

臨時全校集会を開き、主として生徒指導主任が児童に経過等を説明するとともに、いじめは

絶対に許されない行為であることを強く指導する。 



ｂ 保護者対応（担当：学年主任・教頭） 

 ・ 臨時保護者会の開催 

   学校側が臨時保護者会の開催が必要と判断した場合は、ＰＴＡ会長や学年委員長等と連携

を取りながら、事案の経緯及び今後の対応を防止対策委員会で協議の上で保護者会を開催す

る。 

ｃ 報道機関対応（担当：教頭） 

 ・ 窓口を教頭に限定して対応する。 

その際、市教委と連携を取りながら、情報発信について確認を取る。 

ｄ 警察対応（担当：教頭） 

・ 窓口を教頭に限定して対応する。 

その際、市教委や被害保護者と連携を取りながら、流す情報について確認を取る。 


